
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

税

条

例

施

行

規

則

及

び

岡

山

県

産

業

廃

税

務

課

棄

物

処

理

税

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

〃

則

○

岡

山

武

道

館

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

る

規

則

○

岡

山

県

社

会

福

祉

士

及

び

介

護

福

祉

士

修

学

資

保

健

福

祉

課

金

貸

与

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

令和３年７月６日 号 外



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
三
号

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

（
岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

第
一
条

う
に
改
正
す
る
。

「
第
四
章

電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
地
方
税
関
係
帳
簿
の
保
存
方
法
等
の
特
例
」
を

「
第
四
章

帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
方
法
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
代
わ
る
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保

存
）

条
例
第
八
十
三
条
第
三
項
（
条
例
第
百
六
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

第
三
十
七
条

る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ

）
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
八
十
三
条
第
一
項
の
帳
簿
又

。

は
条
例
第
百
六
条
第
五
項
の
帳
簿
（
以
下
「
帳
簿
」
と
総
称
す
る

）
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備

。

付
け
及
び
保
存
を
も
つ
て
当
該
帳
簿
の
備
付
け
及
び
保
存
又
は
設
置
に
代
え
て
い
る
者
は
、
当
該

帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
当
該

帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
八
条
を
削
る
。

第
三
十
九
条
の
見
出
し
を
「

帳
簿
の
電
磁
的
記
録
等
に
よ
る
保
存
方
法
等

」
に
改
め
、
同
条

（

）

第
一
項
中
「
の
承
認
を
受
け
て
い
る
」
を
「

条
例
第
百
六
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

（

す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

）
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け

。

及
び
保
存
を
も
つ
て
当
該
帳
簿
の
備
付
け
及
び
保
存
又
は
設
置
に
代
え
よ
う
と
す
る
」
に

「
地
方

、

税
関
係
帳
簿
」
を
「
帳
簿
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
承
認
を
受
け
て
い
る
」
を
「
又
は
前
条

の
規
定
に
よ
り
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を

も
つ
て
当
該
帳
簿
の
備
付
け
及
び
保
存
若
し
く
は
設
置
又
は
当
該
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存

に
代
え
よ
う
と
す
る
」
に

「
地
方
税
関
係
帳
簿
」
を
「
帳
簿
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
八
条
と

、
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す
る
。

第
四
十
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
九
十
七
号
か
ら
様
式
第
百
五
号
ま
で
を
削
る
。

（
岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
岡
山
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部

第
二
条

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
及
び
第
八
条
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
承
認
を
受
け
て
い
る
」
を
「
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
帳
簿
及
び
同
条
第

四
項
に
規
定
す
る
書
類
等
（
次
項
に
お
い
て
「
産
業
廃
棄
物
処
理
税
関
係
書
類
」
と
い
う

（
以

。
）

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
産
業
廃
棄
物
処
理
税
関
係
帳
簿
書
類
」
と
い
う

）
に
係
る
電
磁
的
記
録
の

。

備
付
け
又
は
保
存
を
も
っ
て
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
税
関
係
帳
簿
書
類
の
備
付
け
又
は
保
存
に
代
え

よ
う
と
す
る
」
に

「
及
び
保
存
」
を
「
又
は
保
存
」
に
改
め

「
産
業
廃
棄
物
処
理
税
関
係
帳
簿

、

、

及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
税
関
係
書
類
（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う

」
を
削
り
、
同
条
第
二
項

。
）

中
「
承
認
を
受
け
て
い
る
」
を
「
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
税
関
係
帳
簿
書
類
に
係
る
電
磁
的

記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
っ
て
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
税
関

係
帳
簿
書
類
の
保
存
又
は
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
税
関
係
帳
簿
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
に

代
え
よ
う
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

条
例
第
十
四
条
第
五
項
後
段
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
税
関
係

書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
税
関
係
書
類
の
保
存
場
所
に
、
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
、
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

第
九
条
を
第
七
条
と
し
、
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
削
る
。

「
（

。
）
」

、

。

第
十
三
条
中

原
稿
台
と
一
体
と
な
っ
た
も
の
に
限
る

を
削
り

同
条
を
第
八
条
と
す
る

第
十
四
条
を
削
る
。

様
式
第
十
六
号
か
ら
様
式
第
二
十
五
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処

理
税
条
例
施
行
規
則
第
十
三
条
の
改
正
規
定
（

原
稿
台
と
一
体
と
な
っ
た
も
の
に
限
る

」
を
削

「
（

。
）

る
部
分
に
限
る

）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

。
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◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
四
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

過
疎
地
域
に
お
け
る
事
業
税

過
疎
地
域
産
業
振
興
促

別
表
第
三
税
務
課
の
部

の
項
１
中
「

」
を
「

11

進
区
域
に
お
け
る
事
業
税

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例

過
疎
地

」
に

「

」
を
「

、

」
に
改
め
る
。

域
産
業
振
興
促
進
区
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
五
号

岡
山
武
道
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
武
道
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
武
道
館
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
中

「

火
曜
日
か
ら

十
五
時
か
ら
二
十
一
時
ま
で

を

金
曜
日
ま
で

土
曜
日

十
三
時
か
ら
二
十
一
時
ま
で

」

「

に

「
十
七
時
」
を
「
二

火
曜
日
か
ら

十
七
時
か
ら
二
十
一
時
ま
で

、

土
曜
日
ま
で

」

十
一
時
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
六
号

岡
山
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

）

岡
山
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
規
則

平
成
五
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
二
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条

」

「

（

）

第
一
項

を

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法

令
和
三
年
法
律
第
十
九
号

第
二
条
第
一
項

同
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

に

第

（

。
）
」

、「

三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第

四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

、
第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
四
条

。
）

第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
を
受
け

た
者
に
つ
い
て
の
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸

与
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支

援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

）
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
三
年
三
月

。

三
十
一
日
に
お
け
る
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
の
規
定

に
基
づ
く
」
と

「
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
四
十
三
条
の
規

、

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

、
第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
四
条
第
四
項
」
と

。
）

あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と

「
）
内
」
と
あ
る
の
は
「
）
内
若
し
く
は
赤

、

磐
市
の
区
域
（
平
成
十
七
年
三
月
六
日
現
在
に
お
け
る
赤
磐
郡
赤
坂
町
の
区
域
に
限
る

」
と
す

。
）

る
。
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